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相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、13の福祉

・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算

定しない。

14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの 職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若し として都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等が

くは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準 、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当

該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支 該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数

援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる 場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方

の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から12の３ま イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から12の３ま

でにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の25に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から12の３ま ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から12の３ま

でにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位数

第２ 医療型児童発達支援 第２ 医療型児童発達支援

１ 医療型児童発達支援給付費（１日につき） １ 医療型児童発達支援給付費（１日につき）

イ 指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由（法第 イ 指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由（法第

６条の２の２第３項に規定する肢体不自由をいう。）のある ６条の２の２第３項に規定する肢体不自由をいう。）のある

児童（以下「肢体不自由児」という。）に対し指定医療型児 児童（以下「肢体不自由児」という。）に対し指定医療型児

童発達支援を行う場合 389単位 童発達支援を行う場合 388単位

ロ 指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に ロ 指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に

対し指定医療型児童発達支援を行う場合 501単位 対し指定医療型児童発達支援を行う場合 500単位

ハ 指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医 ハ 指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医

療型児童発達支援を行う場合 338単位 療型児童発達支援を行う場合 337単位

ニ 指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定 ニ 指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定

医療型児童発達支援を行う場合 450単位 医療型児童発達支援を行う場合 449単位

注１～３ （略） 注１～３ （略）

４ 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基 ４ やむを得ず指定通所基準第44条第１項に規定する身体拘

ogi
取り消し線
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準第64条において準用する指定通所基準第44条第２項又は 束等を行ったにもかかわらず、その態様及び時間、その際

第３項に規定する基準を満たしていない場合は、１日につ の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他

き５単位を所定単位数から減算する。ただし、令和５年３ 必要な事項を記録していない場合は、１日につき５単位を

月31日までの間は、指定通所基準第64条において準用する 所定単位数から減算する。

指定通所基準第44条第３項に規定する基準を満たしていな

い場合であっても、減算しない。

２ 家庭連携加算 ２ 家庭連携加算

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

注 指定通所基準第56条の規定により指定医療型児童発達支 注 指定通所基準第56条の規定により指定医療型児童発達支

援事業所に置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職 援事業所に置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職

員（以下この第２において「医療型児童発達支援事業所等 員（以下この第２において「医療型児童発達支援事業所等

従業者」という。）が、医療型児童発達支援計画に基づき 従業者」という。）が、医療型児童発達支援計画に基づき

、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の 、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の

居宅を訪問して当該障害児及びその家族等に対する相談援 居宅を訪問して当該障害児及びその家族等に対する相談援

助等を行った場合に、１月につき４回を限度として、その 助等を行った場合に、１月につき２回を限度として、その

内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な 内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な

時間で所定単位数を加算する。 時間で所定単位数を加算する。

２の２ 事業所内相談支援加算 ２の２ 事業所内相談支援加算 35単位

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位 （新設）

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位 （新設）

注１ イについては、指定医療型児童発達支援事業所又は指 注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関

定発達支援医療機関において、医療型児童発達支援事業 において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児

所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あら 童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の

かじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びそ 同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行っ

の家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行 た場合に、１月につき１回を限度として、所定単位数を加算

った場合に、１月につき１回を限度として、所定単位数 する。ただし、同一日に２の家庭連携加算又は３の訪問支援

を加算する。ただし、同一日に２の家庭連携加算又はロ 特別加算を算定している場合は、算定しない。

の事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算

しない。

２ ロについては、指定医療型児童発達支援事業所等にお （新設）

いて、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児
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童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護

者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障

害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及

びその家族等と合わせて行った場合に、１月につき１回

を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日

に２の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない

。

（削る） ３ 訪問支援特別加算

イ 所要時間１時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間１時間以上の場合 280単位

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機

関において継続して指定医療型児童発達支援を利用する障

害児について、連続した５日間、当該指定医療型児童発達

支援の利用がなかった場合において、医療型児童発達支援

事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あ

らかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児の

居宅を訪問して当該指定医療型児童発達支援事業所又は指

定発達支援医療機関における指定医療型児童発達支援に係

る相談援助等を行った場合に、１月につき２回を限度とし

て、その内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する

標準的な時間で所定単位数を加算する。

３・４ （略） ４・５ （略）

５ 福祉専門職員配置等加算 ６ 福祉専門職員配置等加算

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するもの ３ ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するもの

として都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事 として都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事

業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童 業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童

発達支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算す 発達支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算す

る。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等 る。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等

加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している 加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している
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場合は、算定しない。 場合は、算定しない。

⑴ 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員 ⑴ 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員

若しくは保育士（特区法第12条の５第５項に規定する事 若しくは保育士（特区法第12条の５第５項に規定する事

業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあ 業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあ

っては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特 っては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特

別区域限定保育士。７の３において同じ。）又は指定発 別区域限定保育士。８の３において同じ。）又は指定発

達支援医療機関の職員（直接支援業務に従事する保育士 達支援医療機関の職員（直接支援業務に従事する保育士

（特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内に （特区法第12条の５第５項に規定する事業実施区域内に

ある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該 ある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は 事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は

指導員であるものに限る。）（⑵において「児童指導員 指導員であるものに限る。）（⑵において「児童指導員

等」という。）として配置されている従業者のうち、常 等」という。）として配置されている従業者のうち、常

勤で配置されているものの割合が100分の75以上である 勤で配置されているものの割合が100分の75以上である

こと。 こと。

⑵ （略） ⑵ （略）

６～７の３ （略） ７～８の３ （略）

８ 個別サポート加算 （新設）

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達

支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医

療型児童発達支援を行った場合に、１日につき所定単位

数を加算する。

２ ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、

その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関

又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指

定医療型児童発達支援を行う必要があるものに対し、指

定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関

において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、１

日につき所定単位数を加算する。
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９～９の３ （略） ９～９の３ （略）

10 福祉・介護職員処遇改善加算 10 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事 職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定医療型児童発達支援事業所（国、独立行政法 に届け出た指定医療型児童発達支援事業所（国、独立行政法

人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研 人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研

究センターが行う場合を除く。11において同じ。）が、障害 究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。）が

児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該 、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には

基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日までの間、次に 、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年３月31日までの間

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる （ニ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める日までの

いずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げる 間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

その他の加算は算定しない。 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から９の３までによ イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １から９の３までによ

り算定した単位数の1000分の126に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の146に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から９の３までによ ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) １から９の３までによ

り算定した単位数の1000分の92に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の106に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から９の３までによ ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) １から９の３までによ

り算定した単位数の1000分の51に相当する単位数 り算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

（削る） ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ハにより算定した単位

数の100分の90に相当する単位数

（削る） ホ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ハにより算定した単位

数の100分の80に相当する単位数

（削る） 11 福祉・介護職員処遇改善特別加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業

所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合

にあっては、１から９の３までにより算定した単位数の1000

分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、

10の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっ



- 258 -

ては、算定しない。

11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 12 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護

職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの 職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業 として都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業

所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合 所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合

には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所 には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定 定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定

している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しな している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しな

い。 い。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から９の３ま イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １から９の３ま

でにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から９の３ま ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) １から９の３ま

でにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数 でにより算定した単位数の1000分の82に相当する単位数

第３ 放課後等デイサービス 第３ 放課後等デイサービス

１ 放課後等デイサービス給付費（１日につき） １ 放課後等デイサービス給付費（１日につき）

イ 障害児（重症心身障害児を除く。）に対し授業の終了後に イ 障害児（重症心身障害児を除く。）に対し授業の終了後に

指定放課後等デイサービスを行う場合（ハ、ニ又はホに該当 指定放課後等デイサービスを行う場合（ハ、ニ又はホに該当

する場合を除く。） する場合を除く。）

⑴ 区分１（指定放課後等デイサービスの提供時間が３時間 ⑴ 区分１の１

以上）

㈠ 医療的ケア区分３ （新設）

ａ 利用定員が10人以下の場合 2,604単位 ㈠ 利用定員が10人以下の場合 660単位

ｂ 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,402単位 ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 443単位

ｃ 利用定員が21人以上の場合 2,302単位 ㈢ 利用定員が21人以上の場合 333単位

㈡ 医療的ケア区分２ （新設）

ａ 利用定員が10人以下の場合 1,604単位

ｂ 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,402単位

ｃ 利用定員が21人以上の場合 1,302単位

㈢ 医療的ケア区分１ （新設）

ａ 利用定員が10人以下の場合 1,271単位

ogi
取り消し線




